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令和８年度文化情報紙「すずかけ」編集・印刷業務委託 

公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 趣旨 

公益財団法人兵庫県芸術文化協会（以下「協会」という。）では、幅広い世代の県民に協会の事業や県

内の文化情報を分かりやすく伝え、理解を深めるために、文化情報紙「すずかけ」を発行しています。 

 ついては、同紙の作成業務を委託する事業者を公募型プロポーザル方式により選定します。 

 

２ 業務名 

令和８年度文化情報紙「すずかけ」編集・印刷業務 

 

３ 業務内容 

公益財団法人兵庫県芸術文化協会（以下「協会」という。）が実施する事業の紹介をはじめ、兵庫県内

の文化情報を、分かりやすく効果的に発信する文化情報紙「すずかけ」の紙面を編集及び印刷すること。 

詳細は別紙仕様書のとおりとします。 

 

４ 参加資格要件 

次に掲げる要件をすべて満たす者とします。 

（１）物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）

者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日までに物品関係入札参加資格者と

して認定された者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に基づく県の入札参加資格制

限基準による資格制限を受けていない者であること。 

（３）本件公募開始日から企画提案書の提出までの間に、兵庫県指名停止基準に基づく指名停止を受

けていないこと（契約締結後においても同様の取扱とする）。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成

11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（５）過去３年以内に国又は地方公共団体及びその他の公共団体、これに類する公益法人又は民間団

体等において、本件と同程度の業務を受注した実績を有していること。 

（６）本件の趣旨を十分に理解したうえで委託業務を実施できること。 

（７）暴力団排除条例（平成 22年兵庫県条例第 35号。以下「条例」という。）に規定する、次に掲 

げる者に該当しないこと。 

  ア 条例第２条第１号で規定する暴力団 

 イ 条例第２条第３号で規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

 ウ 条例第７条に基づき暴力団排除条例施行規則（平成 23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２

条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者 

  エ 次のいずれかに該当する者 

    (ｱ) 法人の役員等が暴力団員である者または暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

 (ｲ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を 
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もって暴力団の利用等をしている者 

(ｳ) 暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、直接的ま 

たは間接的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

       (ｴ) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

       (ｵ) 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

（８）（７）に該当する者の依頼を受けて参加しようとする者ではないこと。 

 

５ 選定スケジュール 

内容 期間 注意事項 

質問受付期限 令和８年３月 12日（木） 質問票【様式４】に記載の上、電子

メールで提出してください。電話・

ファックスでの質疑応答は行いま

せん。 

質問回答 令和８年３月 16日（月） 協会ホームページに掲載します。 

デザイン案（試作品）の原稿

等提供依頼 

令和８年３月 23日（月）午後

５時まで 

 

希望者は電子メールで依頼してく

ださい。原稿・画像を提供します。 

企画提案書提出期間（添付

書類一式を含む） 

令和８年３月 23日（月）午後

５時まで 

 

郵送または持参してください。 

提出先：（公財）兵庫県芸術文化協

会事業第２課 

なお、受付期間中に持参の場合は、

午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで（土日、及び

国民の祝日に関する法律第３条に

規定する休日を除く）とします。 

 

審査結果の通知 令和８年３月下旬 応募者すべてに通知します。 

※審査結果等についての問い合わせには応じられませんのでご了承ください。 

※最終審査結果の通知後、速やかに選定された事業者と契約の手続きを開始します。 

 

６ 必要書類の提出 

（１）プロポーザルに参加を希望する者は、以下のとおり必要書類を提出してください。 

  ア プロポーザル参加申込書【様式１】 

    本件プロポーザルへの参加意思は、この様式により表明してください。また、本件と類似し

た実績があれば記入してください。なお、記入する内容を補足する資料があれば、併せてご提

出ください。 

イ 会社概要【様式２】 

ウ 企画提案書【様式３】 
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① 企画提案内容 

a）全体的な考え方 

b）企画・構成 

 ② 紙面デザイン案 

  デザイン・レイアウト（画像の配置含む）・カラーを自由に組み合わせて試作品を制作・提

出してください。ただし、「すずかけ」の題字は現在のものを使用すること。試作品の基とな

る原稿等は、協会から提供します。 

エ 業務実施体制計画書【任意様式】 

業務の実施体制、責任者名および主たる業務担当者名を記した業務実施体制計画書を提出し

てください。 

オ 見積書【任意様式】 

  企画提案書の内容に基づき、本件業務に係る見積書を提出してください。また、見積額の内

容が分かるよう明細を付けてください。 

  なお、本件業務に係る見積り上限額は、2,065,800円（消費税及び地方消費税 10％を含む。）

とします。 

 ※見積り上限額の範囲で提案すること。ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものでは

ない。 

※見積金額には消費税及び地方消費税に相当する額を併せて記載すること。 

 ※見積書には代表者印を押印し、内訳明細書を添付すること。 

（２）前号に示した書類の提出部数は次のとおりです。 

アについては、提案書類は事業者名を記載したものを１部、イ、ウ、エ及びオについては、事

業者名を記載したものを１部、記載しないものを３部提出してください。 

（３）書類提出先 

公益財団法人兵庫県芸術文化協会 

文化振興部事業第２課（担当 宇野・中村） 

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-5-7 神戸情報文化ビル２F 

電話 078-321-2002  FAX 078-321-2139 

メール seibun@hyogo-arts.or.jp 

（４）提出方法 

   持参または郵送とします。 

   郵送による場合には、あらかじめ電話等により担当に連絡したうえで、書留郵便など配達記録

が残る方法により期間内必着で提出すること。 

 

７ 審査方法 

（１）審査方法、受託候補者の選定 

ア  提出された書類に基づき、プロポーザル審査委員会において提案内容や業務実施体制等を審

査し、総合的に判断して受託候補者を選定します。なお、審査結果についての異議申し立ては

受け付けません。 
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イ 原則として書類審査としますが、プレゼンテーションを実施する場合があります。 

ウ プロポーザル審査委員会は非公開とします。 

エ 協会は、受託候補者と契約に向けた詳細な作業内容の打合せを行い、契約を結ぶこととしま

す。万一、当該受託候補者と契約に至らなかった場合は、次点の者と協議を行うこととします。 

オ 受託候補者とは別途協議のうえ、契約内容等について企画提案書に準じて定めるものとしま

す。 

 

８ 契約の締結 

（１）履行期間 

令和８年４月 15日から令和９年３月 31日まで 

（２）契約金額 

受託候補者の選定後、協議のうえ契約金額を決定します。 

 

９ 留意事項 

（１）提出書類の作成及び提出に関する費用は、応募者の負担とします。 

（２）提出された企画提案書等は返却しません。なお、提出者に無断で企画提案書等を使用すること

はありませんが、公文書公開請求があった場合、公開することがあります。 

（３）参加申込後に辞退する場合は、３月 23日（月）までに書面で辞退届（様式５）を提出してくだ

さい。 

 

10 担当 

公益財団法人兵庫県芸術文化協会 

文化振興部事業第２課（担当 宇野・中村） 

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-5-7 神戸情報文化ビル２F 

電話 078-321-2002  FAX 078-321-2139 

メール seibun@hyogo-arts.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


